
規

則 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

目
次
中
「
第
一
款
の
二 

婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
（
第
百
三
十
六
条
の
二
）
」
を
「
第
一
款
の
二 

 

削
除
」
に
改
め
、
「
・
第
百
五
十
四
条
の
二
」
を
削
る
。 

  

第
三
条
の
表
福
祉
部
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

  

第
六
条
の
二
行
政
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
五 

北
部
拠
点
政
策
幹
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
二
中
「
及
び
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
条
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
の
項
中
第
十
一

号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
二
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
の
項
第
十
二
号
中
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立

支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
及
び
」
を
削
り
、
同
条
ス
ポ
ー

ツ
振
興
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
体
育
大
会
」
を

「
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
体
育
施
設
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
施
設
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所

掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
体
育
関
係

団
体
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
団
体
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
十
号
を
第
九
号

と
し
、
同
項
第
十
一
号
中
「
体
育
及
び
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
す
る
。 

 

第
七
条
の
四
温
暖
化
対
策
課
の
項
第
三
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
（
健
康
長
寿
課
に
お
い
て
所

掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
産
業
廃
棄
物
指
導
課
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五

号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
八
条
高
齢
者
福
祉
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七 

第
三
十
八
回
全
国
健
康
福
祉
祭
埼
玉
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。 

「 

少

子

政

策

課 

 」

こ

ど

も

支

援

課 

こ

ど

も

政

策

課 

「 

こ

ど

も

支

援

課 

こ

ど

も

政

策

課 

 」を 



 

第
八
条
少
子
政
策
課
の
項
中
「
少
子
政
策
課
」
を
「
こ
ど
も
政
策
課
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

中
「
少
子
化
対
策
」
を
「
こ
ど
も
政
策
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五

号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
九
号
を
削
り
、
同
項

第
十
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
中
「
少
子
化
対
策
」
を
「
こ
ど
も
政
策
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
十
二
号
を
第
九
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
少

子
化
対
策
局
長
」
を
「
こ
ど
も
政
策
局
長
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

こ
ど
も
支
援
課 

一 

社
会
福
祉
法
の
施
行
（
主
と
し
て
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
運
営
す
る
法
人
の
認

可
等
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

児
童
福
祉
法
の
施
行
（
保
育
士
、
保
育
所
、
児
童
厚
生
施
設
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
及
び
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

五 

こ
ど
も
基
本
法
の
施
行
（
子
育
て
支
援
、
こ
ど
も
政
策
（
い
ず
れ
も
他
の
機
関
に
お
い

て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
計
画
の
策
定
及
び
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
の
う

ち
こ
ど
も
政
策
課
が
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
保
健
医
療
政
策
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
医
療
人
材
課
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七 

医
療
法
の
施
行
（
特
定
労
務
管
理
対
象
機
関
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ

と
。 

 

第
九
条
健
康
長
寿
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 十

六 

気
候
変
動
適
応
法
の
施
行
（
熱
中
症
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
薬
務
課
の
項
第
五
号
中
「
大
麻
取
締
法
」
を
「
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
る
。 

 

第
十
条
産
業
支
援
課
の
項
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
八
号
を



第
十
七
号
と
し
、
同
条
産
業
創
造
課
の
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。 

六 

産
業
拠
点
整
備
推
進
幹
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
企
業
立
地
課
の
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
雇
用
労
働
課
の

項
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
の
項
第
二
十
一
号
中
「
の
う
ち
、
」
の
下
に
「
生
産
振
興
課

及
び
」
を
加
え
、
同
条
生
産
振
興
課
の
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
二

十
六
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。 

二
十
三 

水
産
業
協
同
組
合
法
の
施
行
（
農
業
政
策
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

二
十
四 

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
農
林
水
産
物
又

は
食
品
（
農
林
水
産
大
臣
を
主
務
大
臣
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
事
務
の
う
ち
、

水
産
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
水
産
研
究
所
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
一
条
生
産
振
興
課
の
項
第
十
五
号
中
「
（
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、

同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
四
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。 

十
五 

漁
業
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

十
六 

水
産
資
源
保
護
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

十
七 

漁
船
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

十
八 

輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

十
九 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

二
十 

持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
三
条
都
市
計
画
課
の
項
第
八
号
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛

土
等
規
制
法
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
市
街
地
整
備
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

市
街
地
整
備
課 

 

一 

土
地
区
画
整
理
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

都
市
再
開
発
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
他
の
機
関

に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施

行
（
住
宅
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 



六 

首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。 

七 

新
住
宅
市
街
地
開
発
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

八 
住
宅
地
区
改
良
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

新
都
市
建
設
事
務
所
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

十 

産
業
基
盤
対
策
幹
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

前
各
号
の
ほ
か
、
市
街
地
整
備
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
三
条
建
築
安
全
課
の
項
第
十
二
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す

る
法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
の
六
第
一
項
第
四
号
中
「
婦
人
」
を
「
女
性
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
三
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号

を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六 

植
物
防
疫
法
に
基
づ
く
防
除
に
必
要
な
薬
剤
及
び
器
具
の
保
管
並
び
に
防
除
に
必
要
な

器
具
の
修
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
三
十
三
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

植
物
防
疫
法
に
基
づ
く
侵
入
調
査
事
業
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
三
十
三
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

植
物
防
疫
法
に
基
づ
く
防
除
に
つ
い
て
の
企
画
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
十
三
条
中
第
二
十
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
九
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
二
十
一

号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
七
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
八 

植
物
防
疫
法
に
基
づ
く
防
除
に
必
要
な
薬
剤
及
び
器
具
の
保
管
並
び
に
防
除
に
必
要

な
器
具
の
修
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
十
三
条
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
六 

植
物
防
疫
法
に
基
づ
く
侵
入
調
査
事
業
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
十
三
条
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
四 

植
物
防
疫
法
に
基
づ
く
防
除
に
つ
い
て
の
企
画
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
十
九
条
の
五
中
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
に
係
る
も
の
」
を

「
の
輸
出
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
中
第
九
号
を

第
六
号
と
す
る
。 

 

第
百
三
十
一
条
の
十
五
第
一
項
第
九
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す

る
法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
章
第
三
節
第
一
款
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



埼
玉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
支
所 

名 
 

 
 

 
 

 

称 

さ

い

た

ま

市 

位 
 

 
 

 
 

置 

 

第
一
款
の
二 

削
除 

第
百
三
十
六
条
の
二 

削
除 

 
第
百
三
十
六
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

埼
玉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
に
、
支
所
を
置
く
。
支
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

   

第
百
五
十
四
条
の
二
を
削
る
。 

 

第
百
八
十
六
条
中
「
支
所
（
」
の
下
に
「
埼
玉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
支
所
、
」
を

加
え
る
。 

 

第
百
八
十
七
条
の
表
埼
玉
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
項
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」

に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
建
築
審
査
会
の
項
中
「
又
は
建
築
主
事
」
を
「
、
建
築
主
事
又
は
建
築
副

主
事
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
県
民
生
活
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
福
祉
部
及
び
保
健
医
療
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

       

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
保
健
医
療
部
及
び
農
林
部
の
項
を
削
り
、
同
表
保
健
医
療
部
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

少
子
政
策
課

 
こ
ど
も
政
策
課

 

県
民
生
活
部
、 

福
祉
部
及
び 

保
健
医
療
部 

こ
ど
も
政
策
局

長 

上
司
の
命
を
受
け
、
こ
ど
も
政
策
の
企
画
及
び
立
案

並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務

を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

福
祉
部
及
び 

保
健
医
療
部 

地
域
包
括
ケ
ア

局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築

の
推
進
並
び
に
高
齢
者
の
福
祉
に
係
る
政
策
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調

整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

保
健
医
療
部 

及
び
農
林
部 

食
品
衛
生
安
全

局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
農
畜
産
物
生
産
及
び
食
品
の
安

全
性
、
適
正
流
通
の
確
保
並
び
に
食
品
衛
生
及
び
生

活
衛
生
等
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る

事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の

事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所

属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 



  

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

      

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
保
健
医
療
部
の
項
を
削
り
、
同
表
課
及
び
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
事

項
を
掌
理
し
」
を
「
事
項
を
掌
理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
上
司
を
助
け
」

に
改
め
、
同
表
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

          

第
百
八
十
八
条
第
四
項
中
「
企
画
幹
に
あ
つ
て
は
、
参
事
、
副
部
長
、
雇
用
労
働
局
長
」
を
「
企

画
幹
に
あ
つ
て
は
、
参
事
、
副
部
長
、
医
療
政
策
局
長
」
に
、
「
、
知
事
室
長
、
参
事
、
副
部
長
、

雇
用
労
働
局
長
及
び
行
政
監
察
幹
」
を
「
知
事
室
長
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
雇
用
労
働
局

長
」
を
「
医
療
政
策
局
長
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七 

北
部
拠
点
政
策
幹 

 

第
百
八
十
八
条
第
四
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と

す
る
。 

 

第
百
九
十
二
条
第
三
項
の
表
地
域
機
関
の
項
中
「
副
園
長
」
の
下
に
「
、
学
院
に
あ
つ
て
は
副

学
院
長
」
を
加
え
、
「
事
項
を
掌
理
し
」
を
「
事
項
を
掌
理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に

つ
い
て
、
上
司
を
助
け
」
に
改
め
る
。 

高
齢
者
福
祉

課 ス
ポ
ー
ツ
振

興
課 

ね
ん
り
ん
ピ
ッ

ク
推
進
幹 

ス
ポ
ー
ツ
施
設

整
備
推
進
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
全
国
健
康
福
祉
祭
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備

に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、
課
長
を
助
け
、
職
員
の
担

任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す
る
。 

 

部 

部
付 

上
司
の
命
を
受
け
、
部
の
特
定
事
務
に
従
事
す
る
。 

 

企
画
財
政
部 
北
部
拠
点
政
策

幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
北
部
地
域
振
興
交
流
拠
点
の
整

備
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を

掌
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、
上
司
を
助
け
、
職
員
の

担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す
る
。 

 

保
健
医
療
部 

及
び
農
林
部 

食
品
衛
生
安
全

局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
農
畜
産
物
生
産
及
び
食
品
の
安

全
性
、
適
正
流
通
の
確
保
並
び
に
食
品
衛
生
及
び
生

活
衛
生
等
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る

事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の

事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、 

 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
薬
務
課
の
項
第
五

号
の
改
正
規
定
は
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
福
祉
部
少
子
政
策
課
に
勤
務
し
て
い
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ

ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
職
に
よ
り
福
祉
部
こ
ど
も
政
策
課
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す

る
。 


